
 

低コスト・省力化生産体制確立事業実施要領 

 

制 定 令和８(2026)年４月１日 生振第 156号 

 

 

第１ 趣旨 

持続可能な米生産の実現を図るためには、低コスト化・省力化が不可欠である。このため、

本事業では、スマート農業技術等の導入や農地の維持管理に係る作業連携の取組を支援する。 

 

第２ 事業の内容 

本要領により実施する事業の内容、事業実施主体及び補助率等は、別表に定めるとおりとす

る。 

  

第３ 事業の実施 

１ 事業実施計画の申請等 

(1) 事業を実施する事業実施主体は、様式１により関係市町長に申請し、その承認を受ける

ものとする。ただし、事業実施地区が複数の市町にまたがる等、やむを得ない場合には、

関係市町長と協議の上、事業実施主体は、様式２により市町長を経由せずに事業実施計画

を関係農業振興事務所長に申請し、その承認を受けることができるものとする。 

また、事業実施地区が複数の農業振興事務所にまたがる場合は、関係農業振興事務所と

協議の上、申請する農業振興事務所を決定するものとする。 

(2) 市町長は、(1) により提出された事業実施計画が事業の採択要件等を満たし、かつ、事

業実施計画の達成が確実であると見込まれる場合には、様式２により、関係農業振興事務

所長に申請し、その承認を受けるものとする。 

２ 事業実施計画の承認 

農業振興事務所長は、１により提出された当該事業実施計画が、事業の採択要件を満たし、

かつ、事業実施計画の達成が確実であると認められる場合に承認する。 

 

第４ 事業実施計画の変更 

事業実施主体は、次に掲げる事業実施計画の変更する場合は、事業実施計画変更承認申請

書（様式３）に変更内容を記載した事業実施計画書（別紙様式１又は２）を添付して、第３

の１に準じて承認を受けるものとする。 

(1) 事業実施主体の変更 

(2) 事業実施地区の変更 

(3) 事業の廃止 

(4) 事業費の 20 パーセントを超える増又は県補助金の増 

(5) 事業費又は県補助金の 20 パーセントを超える減 

 

第５ 事業実施状況の報告等 

１ 別表の１又は２の事業における事業実施主体は、事業実施年度から目標年度までの間、毎

年度、当該年度における事業の実施状況を表１に基づき、市町長 (市町長を経由せずに事業

を実施した場合は農業振興事務所長) に報告するものとする。 

 

 

 

 



 

 表１ 実施状況報告が必要な事業 

事業名 様式 報告先 報告期限 

低コスト・省力化生産

体制確立事業（低コス

ト実践支援事業） 

様式４又は様式５ 計画承認申請先 ３月末日 

 

２ 市町長は、事業実施主体から実施状況の報告があった場合は、実施状況報告を取りまと

めの上、様式５により３月末日までに農業振興事務所長に報告するものとする。 

３ 農業振興事務所長は、実施状況の報告を受けた場合には、様式４及び様式５の写しを速

やかに農政部長に提出するものとする。 

４ 農業振興事務所長は、実施状況の報告を受けた場合は、その内容を検討し、事業の成果

目標に対して達成が見込めないと判断したときは、当該事業実施主体に必要な指導を行う

ものとし、目標年度において事業実施主体の成果目標が未達成の場合は、改善計画書 (様

式６) を作成し、目標が達成されるまで報告を行うものとする。 

 

第６ 推進体制 

１ 事業実施主体は、事業を適正に実施するため、必要な実施体制を整備する。 

２ 事業実施主体は、継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、収入保険制度への

積極的な加入に努めるものとする。 

３ 県及び市町は、地域の実態や創意工夫を活かしつつ、本事業の効果的かつ適正な推進を図

るため、関係機関の連携のもと、次の推進体制を整備する。 

(1) 県段階 

県は、関係団体等と密接に連携し、事業の実施について推進指導に当たるものとする。 

(2) 市町段階 

市町は、関係団体等と密接に連携し、事業の実施について推進指導に当たるものとする。 

 

第７ 助成 

１ この事業において、助成の対象とする経費は、別表に定めるとおりとする。 

２ 県は、予算の範囲内において、事業実施主体に対し、この事業に要する経費について別に定

めるところにより助成するものとする。 

 

第８ 業務の一部委託 

事業実施主体は、事業の一部を他の者に委託することが合理的かつ効果的な業務において、

その事業を委託して実施することができるものとする。 

 

第９ その他 

この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、別に定める

ところによるものとする。 

 

附 則（令和８(2026)年４月１日生振第 156号） 

 １ この要領は、令和８（2026）年分の補助金から施行する。 

 ２ この要領は、令和 11（2029）年３月 31日をもってその効力を失う。 

   ただし、同日までに交付決定された補助金については、同日後もなおその効力を有する。 

 


